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令和７年度 第１回 糸魚川市介護保険運営協議会次第 

(糸魚川市地域包括支援センター運営協議会･糸魚川市地域密着型サービス運営委員会) 

 

○日 時  令和７年７月10日(木) 午後１時30分から 

○場 所  市役所２階 201.202会議室 

 

1 開 会 

                                            

 

2 部長あいさつ 

                                            

 

3 報告・協議事項 

(1) 全体に関する事項 

 ①委員の交代及び会長の選任について（資料 No.１） 

 

(2) 糸魚川市介護保険運営協議会 

  ①介護保険事業の運営状況等について（資料 No.２） 

                                            

  

 (3) 糸魚川市地域包括支援センター運営協議会 

  ①令和６年度地域包括支援センターの事業報告について（資料 No.３） 

                                            

  ②令和７年度地域包括支援センターの事業計画について（資料 No.４） 

                                          

  ③指定介護予防支援業務の委託について（資料 No.５） 

                                           

 

 (4) 糸魚川市地域密着型サービス運営委員会 

  ①認知症対応型グループホーム事業者の公募について（資料 No.６） 
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(5) 意見交換 

                                            

                                            

                                            

 

4 その他（次回日程等） 

    令和８年２月５日（木） 13時 30分からを予定                                       

 

 

5 閉 会 

                                            



No 所　　属　　等 役　職　等

 1  一般社団法人　糸魚川市医師会  副会長

 2
 社会福祉法人
 糸魚川市社会福祉協議会

 会　長

 3  新潟県柔道整復師会上越ブロック  糸魚川市幹事

 4
 公益社団法人 認知症の人と家族の会
 新潟県支部

 代　表

 5  糸魚川ケアマネジャー協議会  会　員
（介護センターにじ）

 6
 一般社団法人　上越歯科医師会
 糸魚川支部

 歯科医師

 7  糸魚川地域連合区長会 会　長

 8  能生地域区長連絡協議会 会　長

 9  糸魚川市民生委員児童委員連絡協議会  理　事

 10  糸魚川地域退職者連合 副会長

 11  公益社団法人　新潟県介護福祉士会  運営委員

 12  青海老人クラブ連合会  会　長

 13  特別養護老人ホーム　おおさわの里  統括施設長

 14  公募委員

※委員氏名50音順（所属団体推薦・公募順）　敬称略 (任期:令和9年3月31日まで)

八 木 章

富 田 一 雄

糸魚川市介護保険運営協議会委員名簿

加 藤 美 也 子

中 倉 幸 博

古 市 喜 代 隆

吉 川 大

小 林 洋 介

広 幡 隆 子

長 崎 一 司

田 原 克 朗

竹 内 博 文

金 子 裕 美 子

（糸魚川市地域包括支援センター運営協議会･糸魚川市地域密着型サービス運営委員会）

氏　　名

安 藤 隆 夫

金 子 正 樹

資料No.1



1 高齢者数と高齢化率の推移

・高齢者数は、直近のR7実績値(15,625人)がR7計画値(15,735人)を下回っています。

・年代区分では、計画値よりも85歳以上で少なく、75～84歳で多く推移しています。

※R7まで実績値（年4月1日時点）、R7以降は第9期介護保険事業計画の推計値

2 要介護認定者と認定率の推移

・認定者は減少傾向であり、直近の令和7年4月では前年に比べ67人(2.4％)減少しています。

・要支援はH29以降、増加傾向にありましたが、R6年度以降はやや減少傾向にあります。

※各年4月1日時点

資料№2-1

介護保険事業の運営状況 

（％）

（人）
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３ 介護給付費等（年額）の推移

・要介護・要支援（訪問・通所介護を除く）にかかる介護給付費は、新型コロナ感染症や事業所の休廃止

等により、令和3年度から大きく減少していますが、令4年度以降は横ばいで推移しています。

・要支援(訪問・通所介護)と総合事業にかかる給付費は、令和4年度まで増加傾向にありましたが、要支

援に係る認定者数の伸びが鈍化したこと等に伴い、金額も横ばいとなっています。

※各年決算値

４ 特別養護老人ホーム入所申込者の推移

・申込者数は、引き続き減少傾向にありますが、直近のR6.8ではR5.8に比べて5人(2.1%)の微減となって

います。

（億円）

（億円）

単位：人
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１．介護保険事業特別会計の歳出決算（見込）状況（歳出２款　保険給付費）

(単位：千円)

1 1,922,322 1,892,296 1,872,222 1,881,224

2 2,033,190 2,050,538 2,064,872 2,093,140

3 693,383 663,549 701,045 735,768

4 58,072 57,622 52,838 59,020

5 84 0 141 0

6 2,779 3,724 3,746 3,657

7 102,832 100,202 102,215 104,542

8 14,393 13,566 12,927 14,180

9 133,032 128,211 116,820 135,509

4,960,087 4,909,708 4,926,826 5,027,041

(49億6,008万7千円) (49億970万8千円) (49億2,682万6千円) (50億2,704万1千円)

２．第９期介護保険事業計画における保険給付費見込額（地域支援事業費を除く）

令和６年度 （R6決算の計画比：▲1億21万5千円）

令和７年度

令和８年度

３．介護給付費準備基金の状況

※利息額

※第９期介護保険事業計画期間（R6～R8）は、同基金から約2億2千万円を取り崩すことで、第1号

　被保険者の保険料を低減することとしていますが、令和６年度は介護給付費が計画値を下回る

　ことや、会計内の繰越金で充足する見込のため基金の取崩しはありませんでした。

【参考】予算項目の内容説明

1 居宅介護サービス

2 施設介護サービス ：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等の費用

3 地域密着型介護サービス ：小規模特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護等の費用

4 介護予防サービス ：要支援者に対する「1」と同様のサービスの費用

5 地域密着型介護予防サービス ：要支援者に対する「3」と同様のサービスの費用

6 審査支払手数料　　 ：事業者からの請求チェックのために新潟県国民健康保険団体連合会に支払う費用

7 高額介護サービス費 ：介護サービスに係る利用者負担が上限額を超えた場合の差額支給の費用

8 高額医療合算介護サービス ：世帯単位での介護・医療サービスに係る世帯負担が上限額を超えた場合の差額支給の費用

9 特定入所者介護サービス ：低所得者に対する施設サービス等の居住費、食費負担減額の費用

：訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具、住宅改修、居宅介護支援等の費用

予　算　項　目

▲ 20,074

14,334

37,496

▲ 4,784

17,118

2,013

▲ 639

▲ 11,391

141

22

令和６年度当初残高

令和６年度取崩額

令和６年度末残高

R4決算額

0千円　　　③

8億7,508万6千円　①＋②

居宅介護サービス等給
付費

施設介護サービス等給
付費

地域密着型介護サービ
ス給付費

介護予防サービス等給
付費

地域密着型介護予防
サービス給付費

審査支払手数料

高額介護サービス費

高額医療合算介護サー
ビス費

特定入所者介護サービ
ス等費

令和６年度中積立額 70万0千円　　　②

合　　　　　計
(1,711万8千円)

50億6,319万2千円

50億2,704万1千円

50億6,606万7千円

8億7,438万6千円　　　①

・Ｒ６決算額は、Ｒ６計画値に対して合計で約1億円（2.00％）少なくなりました。

・Ｒ６決算額は、Ｒ５決算額に対して合計で約1,700万円（0.35％）多くなりました。

【参考】
R6事業計画値

R6決算－
R5決算(②－①)

R6決算額：②R5決算額：①

資料No.2-2
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【介護予防・日常生活支援総合事業とは】

１．総合事業対象者（基本チェックリストによる対象者）の推移（各年４月1日現在）

・令和5年度に減少しましたが、再び増加傾向にあります。

２．介護保険事業特別会計の歳出決算(見込)状況（歳出３款/地域支援事業費、４款/保健福祉事業費）

・R6決算額は、R5決算額に対してやや増額（9,704千円）していますが、R6計画値に対しては

　概ね見込通りとなっています。

【参考】予算項目の内容説明

1 介護予防・生活支援サービス事業

2 一般介護予防事業

3 包括的支援事業・任意事業

4 その他諸費（審査支払手数料）

5 保健福祉事業 ：介護予防、自立支援に特化した市町村独自事業

　要支援認定を受けた方のうち「訪問介護」と「通所介護」にかかる介護サービスの提供、及び要介
護・要支援認定に至らないが日常生活動作などの基本チェックリストにより支援が必要な方に対して、
各種の日常生活支援サービスの提供や集いの場の運営などを行う。

：介護予防・生活支援サービス事業者からの請求チェックのために

  新潟県国民健康保険団体連合会に支払う費用

介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況

：要支援、総合事業対象者の方が利用する通所サービス

：６５歳以上高齢者の介護予防を目的とした事業

：地域包括支援センターの運営やおむつ券助成事業などを実施

資料No.2-3

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

事業対象者数 290人 282人 299人 317人 306人 319人 324人

290人 282人 299人 317人 306人 319人 324人

150人

200人

250人

300人

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（単位：千円）

1 160,242 157,095 164,643 176,444 7,548

2 242 922 769 2,379 ▲ 153

3 129,066 131,216 133,416 134,314 2,200

4 430 572 571 593 ▲ 1

5 7,141 5,677 5,787 － 110

297,121 295,482 305,186 313,730 9,704

(2億9,712万1千円) (2億9,548万2千円) (3億518万6千円) (3億1,373万円) (974万4千円)

介護予防・生活支援サー
ビス事業

一般介護予防事業

包括的支援事業・任意事
業

R6決算見込
－R5決算

（②－①）
予　算　項　目 R4決算額

R5決算額：
①

R6決算額：
②

【参考】
R6事業計画値

合　　　　　計

その他諸費（審査支払手
数料）

保健福祉事業

1 



■第９期介護保険事業計画における令和６年度計画値と実績値の比較

（１）居宅サービス

・

・

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

(千円) 360,971 346,841 96.1%

(回) 112,855 109,208 96.8%

(千円) 16,704 14,017 83.9% 0 0 皆増

(回) 1,337 1,127 84.3% 0 0 皆増

(千円) 65,602 73,973 112.8% 7,520 5,480 72.9%

(回) 10,110 13,567 134.2% 1,074 1,060 98.7%

(千円) 9,104 9,440 103.7% 1,420 960 67.6%

(回) 2,766 2,947 106.5% 502 372 74.1%

(千円) 23,670 27,640 116.8% 1,271 744 58.5%

(人) 3,216 3,597 111.8% 180 119 66.1%

(千円) 562,914 537,512 95.5%

(回) 65,314 62,211 95.2%

(千円) 53,861 61,857 114.8% 4,064 4,664 114.8%

(回) 5,816 6,536 112.4% 108 110 101.9%

(千円) 304,035 279,713 92.0% 4,058 2,474 61.0%

(日) 35,807 33,180 92.7% 587 361 61.5%

(千円) 23,371 29,144 124.7% 922 446 48.4%

(日) 2,039 2,562 125.6% 98 47 48.0%

(千円) 126,193 132,646 105.1% 17,893 15,537 86.8%

(人) 9,096 9,815 107.9% 2,952 2,841 96.2%

(千円) 6,729 6,475 96.2% 1,068 1,527 143.0%

(人) 228 258 113.2% 36 72 200.0%

(千円) 7,113 11,958 168.1% 4,698 6,409 136.4%

(人) 72 112 155.6% 48 54 112.5%

(千円) 221,140 222,744 100.7% 14,873 14,147 95.1%

(人) 14,028 14,441 102.9% 3,216 3,083 95.9%

(千円) 99,817 118,304 118.5% 1,233 408 33.1%

(人) 540 611 113.1% 12 4 33.3%

介護給付については、金額の大半を占める訪問介護・通所介護・短期入所生活介護で計画値に対し
て90%台の利用となっています。

予防給付については、通所リハ・福祉用具貸与・住宅改修で計画値を上回っていますが、それ以外
は計画値を下回っています。

③短期入所サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリ

居宅療養管理指導

通所リハビリ

通所介護

介護給付（要介護） 予防給付（要支援）

①訪問サービス

項目

②通所サービス

短期入所生活介護

短期入所
（療養介護）

特定施設入居者
生活介護

居宅介護支援・
予防支援

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

④福祉用具・住宅改修サービス

⑤その他サービス

資料No.2-4

（介護予防・日常生活総合支援事業）

（介護予防・日常生活総合支援事業）
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（２）地域密着型サービス

・

・

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

(千円) 0 0 － 0 0 －

(回) 0 0 － 0 0 －

(千円) 0 0 － 0 0 －

(人) 0 0 － 0 0 －

(千円) 66,249 72,459 109.4%

(回) 8,364 9,340 111.7%

(千円) 1,014 5,271 519.8% 0 0 －

(人) 12 24 200.0% 0 0 －

(千円) 50,974 36,452 71.5% 0 0 －

(人) 240 151 62.9% 0 0 －

(千円) 435,159 409,777 94.2% 0 141 皆増

(人) 1,716 1,563 91.1% 0 1 皆増

(千円) 182,372 177,093 97.1% 0 0 －

(人) 672 658 97.9% 0 0 －

（３）施設サービス

・

・

計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比

(千円) 1,307,486 1,279,831 97.9% 0 0 －

(人) 4,848 4,755 98.1% 0 0 －

(千円) 753,927 741,843 98.4% 0 0 －

(人) 2,784 2,763 99.2% 0 0 －

(千円) 31,727 43,198 136.2% 0 0 －

(人) 84 118 140.5% 0 0 －

市内に事業所がある地域密着型通所介護は計画値を上回っていますが、グループホームと地域密着
型介護老人福祉施設は90％台となっています。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設については、概ね計画どおりの実績となっています。

項目
介護給付 予防給付

看護小規模多機能と定期巡回・随時型訪問介護看護は市内に事業所はありません。

①訪問・通所系サービス

②施設・居住サービス

項目
介護給付 予防給付

認知症対応型
通所介護

地域密着型通所介護

定期巡回・随時型
訪問介護看護

看護小規模多機能
型居宅介護

小規模多機能型
居宅介護

介護医療院は市内に施設はありませんが、計画値を上回っています。

①施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護医療院

認知症対応型共同
生活介護（グルー
プホーム）

地域密着型
介護老人福祉施設

（介護予防・日常生活総合支援事業）
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 令和６年度地域包括支援センター事業報告と評価について 

 

 

１ 基幹型地域包括支援センター（地域包括ケア係）の事業実施状況 

 

方針１ 自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

 ①地域包括支援センターの体制強化 

  ・地域包括支援センターの担当区域の見直しや国の改正に伴う職員配置の柔軟な対

応など、地域包括支援センターの体制強化に努めた。 

 ②介護予防の充実 

  ・歯科医師との連携や地域リハビリテーション活動支援事業の取組を強化した。 

 

方針２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 ①生活支援・介護予防サービスの基盤整備 

  ・生活支援体制整備事業では、新規に３地区で取組を開始し、それ以外でも２地区

での立ち上げを支援した。 

  ・高齢者の活躍の場の創出では、現在実施している訪問型サービス（基準緩和型）

において関係機関との協議が十分に行えず、新たな創出には至らなかった。 

 ②在宅医療・介護連携を図るための体制の充実 

  ・「私の想いつづり（人生会議）」を作成し、講演会を開催するなど普及啓発に努め

た。 

 ③地域で安心して暮らすための支援 

  ・移動支援補助金を活用し、２地区で地域独自の移動支援を開始した。 

 

方針３ 共生社会の実現のための認知施策の展開 

 ①認知症の人と家族が参画する普及啓発活動 

 ・認知症サポーター養成講座のステップアップ講座を１団体実施し、チームオレンジ

の立上げに向けた支援を行った。 

②認知症の人の尊厳の保持と共生の地域づくり 

 ・ひとり歩き高齢者対策として、新たな補助事業の立上げに向け協議した。 

 

方針４ 尊厳を保つための権利擁護の推進 

 ①成年後見制度利用支援体制の拡充 

 ・新潟県社会福祉協議会等の支援のもと、成年後見制度の体制づくりのための課題を

整理した。 

②高齢者虐待防止への取組 

 ・介護保険サービス事業所向けの虐待予防研修を実施した。 

 

資料№３ 
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令和６年度地域包括支援センター重点委託方針 

取組内容と課題 

 

 

１ 地域ケア会議の充実と地域課題の分析 

〇居宅介護支援事業所と連携した地域ケア会議の開催 

【取組内容】地域ケア会議の実施回数については令和５年度とほぼ横ばいではあるが、

地域ケア会議で抽出された課題や、地域包括支援センターの総合相談からの分析結

果、ケアマネ向けの独自アンケートなどから、明確になった課題を地域の役員等への

周知、協議を行い、生活支援体制整備事業の実施に結び付けることができた。 

【課題】地域ケア会議の実施にむけた居宅介護支援事業所への働きかけを行うも、実施

回数の増加にはつながらなかった。介護予防プランの委託件数も減少傾向であり、地

域ケア会議の実施方法の検討が必要である。 

 

 

２ 生活支援体制整備事業を用いた地域支援  

〇重点支援地区を選定し、生活支援体制整備事業実施のための地区支援を行う。 

【取組内容】各地域包括支援センターで重点支援地区を選定し、地区役員等との協議を

行い、新たな活動の創出や課題の整理共有など、それぞれの地区に合わせ事業展開で

きた。 

【課題】地区が感じている課題との相違が大きく、生活支援体制整備事業の展開に結び

付かなった地区もある。 

 

 

３ 認知症支援の地域づくり  

〇関係機関と連携した事業周知 

【取組内容】ひとり歩き高齢者サポート事業の新規登録者が３名と少なかった。 

【課題】現状把握、認知症支援についての課題の抽出が必要であり、令和７年度にアン

ケート調査やケアマネからの聞き取りなどを行う。 
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２ 業務別事業実績について 

（１）介護予防ケアマネジメント（介護予防支援含む） 

   要支援認定者数が減少傾向であり、サービス利用件数についても昨年度と比較す

ると減少傾向となった。 

 

 

 

 

（２）総合相談支援事業 

   相談内容では、健康相談、生活支援相談、介護予防が主に増加傾向である。 
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要支援者数（人） 総合事業対象者数（人） 介護予防ケアマネジメント数（件）

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

介護相談

健康相談

認知症相談

精神疾患対応

介護者の健康
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介護予防

介護相談 健康相談
認知症相

談

精神疾患
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介護者の

健康
権利擁護

市高齢福

祉事業

生活支援

相談

支援者不

在相談
介護予防

R6 17,941 11,756 2,141 1,113 797 737 1,063 4,724 104 4,246

R5 18,018 9,916 2,107 1,091 816 766 1,173 4,274 134 4,098

R4 17,960 9,709 1,960 829 829 642 1,080 3,737 120 3,264

高齢者相談内容（延人数）

R5／7,254件内訳（予防支援 3,171件＋総合事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 4,083件） 

R6／7,199件内訳（予防支援 3,090件＋総合事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 4,109件） 
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（３）権利擁護事業 

   権利擁護についての相談件数は、前年度より減少傾向であるが、身寄りがいない

ケースなどの対応や認知症高齢者への支援としての制度活用など、対応に時間がか

かることが多い。 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント事業と多職種連携 

   地域包括支援センターが給付管理を行う要支援認定者等については、居宅介護支

援事業所に委託することができるが、委託数が減少しており、プランチェックの件

数も減少した。 

 

 

 

（５）地域ケア会議 

   地域ケア会議は、高齢者等への適切な支援を多様な関係者で検討するとともに、

個別ケースの検討によって共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつけ

ていくことで、地域包括ケアを推進していくひとつの方法。 

                     （単位：回） 

地域ケア会議等 R４年度 R5 年度 R6 年度 

居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者の指導・支援 ４ ８ ６ 

地域ケア推進会議  １ １ １ 

地域ケア会議（個 別）  41 35 42 

地域ケア会議（その他） ５ ５ ５ 
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３ 事業評価について 

  地域包括支援センターの事業評価は、全国で統一した指標を用いた評価を実施され

ている。この結果も踏まえ、令和７年度の重点委託方針に反映させている。 

 

４ 地域包括支援センター収支決算書 

  次ページ以降に掲載。 
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令和７年度地域包括支援センター重点委託方針 

 

 

１．効果的な総合事業の活用 

 「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ」「要支援・要介護状態になって

も重度化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送

れるよう支援する。 

・具体的な個々の目標設定や支援方針を導き出すため、興味関心チェックシートなど

の手法を用いて適切なアセスメント（状態評価）を実施する。 

・地域リハビリテーション活動支援事業や短期集中サービスの利用など、リハビリ専

門職等との連携を強化し、状態の維持・改善が図られるよう、総合事業を活用する。 

 

 

２ 生活支援体制整備事業を活用した生活支援サービスの創出 

 地域による支え合いの機能を高め、高齢者の社会参加・介護予防・生活支援を促す。 

・重点支援地区を選定し、地域支え合い活動を居宅介護支援事業所にも周知すること

で、多様なサービスのニーズを把握する。 

・地域課題の共有など協議の場を実施することで、将来的な生活支援サービスが展開

できるよう支援する。 

 

 

３ 認知症支援の体制づくり 

 複雑な課題を抱えたケースの支援が求められており、支援体制構築のための検討を行

うため、現状と課題を把握する。 

・地域ケア会議等を活用し、認知症に関する困難ケースについて、課題や支援体制構

築に向けた分析を行う。 

 

 

 

[地域包括支援センター 専門部会での取組み] 

保健師部会 フレイル予防支援ツール活用した地域活動の展開と評価 

主任ケアマネ部会 居宅介護支援事業所向けの研修会の企画・運営 

社会福祉士部会 成年後見制度を活用した権利擁護の体制づくりの協力 

 

 

 

 

資料№４ 
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令和７年地域包括支援センター活動計画 

（地域包括支援センターよしだ） 

 

１ 効果的な総合事業の活用 

目 標 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの支援において、自機関や

委託している居宅介護支援事業所が適切なアセスメントの実施と地域リハ

ビリテーション活動支援事業を活用でき重度化防止と自立を支援する。 

具体策

（計画） 

（1）新規相談ケースについて、地域リハビリテーション活動支援事業を活

用し、自立支援や適切なサービスの選定を行う。また、興味関心チェック

シートを通所型サービスと共有し、年に一度評価し重度化防止に努める。 

（2）介護予防を委託している居宅介護支援事業所が、興味関心チェックシ

ートを用いて適切なアセスメントが実施できることや、地域リハビリテー

ション活動支援事業を活用し適切な福祉用具の活用で重度化防止・自立を

支援する。 

 

２ 生活支援体制整備事業を活用した生活支援サービスの創出 

目 標 重点支援地区を中央区とし、ゴミ出しや買い物支援等「軽度者を対象と

した生活支援」をテーマとした地域ケア会議を開催し、中央区住民と地域

課題の共有と生活支援サービスの創設に向け支援する。 

具体策

（計画） 

（1）居宅介護支援事業所に対して生活支援体制整備事業の周知を行い、そ

の場で「軽度者を対象とした生活支援」をテーマにした事例を募集し、地

域ケア会議を年２～３回開催する。 

（2）地域ケア会議で把握した生活支援に関する課題を、地区の担当者と課

題解決に向け、市と共に協議の場を年度内に開催する。 

 

３ 認知症支援の体制づくり 

目 標 認知症に関する困難ケースの状況・現状を把握し、必要時地域ケア会議

を開催する。 

具体策

（計画） 

（1）居宅介護支援事業所が行っている事業所内及び他法人との事例検討・

研究会への包括の参加要請を行い、認知症のケース検討会に年 2-3 回は参

加し、介護支援専門員が抱えている困難ケースについて実態把握する。 

（2）地域住民に対して認知症への正しい知識の普及啓発、認知症ケアパス

や初期集中支援チームの周知、早期診断の為の画像検査が容易に受けられ

る体制整備を働きかける。 
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令和７年地域包括支援センター活動計画 

（糸魚川総合病院地域包括支援センター） 

 

１ 効果的な総合事業の活用 

目 標 自立支援、重度化防止の視点から、リハビリ専門職との連携を強化し、

状態の維持、改善に向けて積極的に働きかけていく。 

具体策

（計画） 

 フレイル予防を地域に啓発し、高齢者個々に自立への意識を高めてもら

う。また、リハビリ専門職と連携して、短期集中系サービスや地域リハビ

リテーション活動支援事業を有効活用し、その後の状態をモニタリング実

施していく。 

 

２ 生活支援体制整備事業を活用した生活支援サービスの創出 

目 標 重点支援地区は以下の 2地区 

(1)上早川地区 昨年に引き続き、地域の課題共有のところから再度整理し

て地域の支え合い機能を更に強化していく。 

(2)大和川地区 新たに竹ヶ花地区で運動クラブが発足した。そこから生活

支援体制整備事業につながる足掛かりをつかんでいく。 

具体策

（計画） 

（1）上早川地区では、現在行われている地域の支え合い機能を継続してい

くための手法の検討。 

（2）大和川地区では、大和川西区に続き、本年度より竹ヶ花区で運動クラ

ブが地域住民により発足したため、長期にわたり定期的な開催が可能にな

るようサポートし、その活動から地域課題を抽出し、地域でできる活動を

検討していく。 

 

３ 認知症支援の体制づくり 

目 標 認知症に関する困難ケースについて、地域ケア会議を開催し、支援体制

構築のための課題を整理していく。 

具体策

（計画） 

 認知症に関する困難ケースについて、同様に困っているケースがないか、

介護支援専門員に確認し、医療連携の部分を含め対応策を一緒に検討して

く機会を計画する。 
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令和７年地域包括支援センター活動計画 

（地域包括支援センターみやまの里） 

 

１ 効果的な総合事業の活用 

目 標 自立に向けた地域ケア会議を実施し、リハビリ専門職やその他様々な事

業を活用することができる。また利用の際の課題を把握することができる。 

具体策

（計画） 

 市主催の地域ケア会議の他に自事業所のケースと委託ケースにおいて自

立支援型の地域ケア会議を実施する。 

 

２ 生活支援体制整備事業を活用した生活支援サービスの創出 

目 標 （1）小滝地区を重点支援地区とし、地域課題を住民や介護支援専門員等と

話し合う場を設ける。 

（2）既存の生活支援体制整備事業の活動支援や課題の確認を行うとともに

新たな地区での立ち上げに向けて働きかける。 

具体策

（計画） 

（1）小滝地区の生活支援体制整備事業と連携し、介護支援専門員や地域包

括支援センターが関わっていない方の訪問を実施し、地域課題を把握する。

導きだされた課題をもとに地域と介護支援専門員や事業所等と地域ケア会

議を実施する。 

（2）根知地区、大野地区、西海地区の３地区の生活支援体制整備事業の活

動に参加し、市と連携しながら活動支援や課題把握を行っていく。今井地

区において生活支援体制整備事業の立ち上げに向けて、話し合いの場を設

ける。 

 

３ 認知症支援の体制づくり 

目 標 ケース支援やチームオレンジの活動を通して認知症支援の課題を発見で

きる。 

具体策

（計画） 

（1）大野地区でのチームオレンジの活動を促し、認知症の方への地域での

支援を検討するため話し合いの場を設ける。 

（2）受診やサービスにうまくつながらないケースについて地域ケア会議を

行う。 
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令和７年地域包括支援センター活動計画 

（能生地域包括支援センター） 

 

１ 効果的な総合事業の活用 

目 標 高齢者自身が地域において自立した日常生活が送れるための支援 

具体策

（計画） 

（1）適切なアセスメント手法や状態評価を用いて、具体的な目標・支援方

法を導き出し、重度化防止に向けた取組をおこなう。 

（2）リハビリ専門職等との連携を深め、状態の維持改善に向けた効果的な

総合事業の活用を勧める。 

 

２ 生活支援体制整備事業を活用した生活支援サービスの創出 

目 標  地域の支え合いの機能を高め、高齢者の社会参加・介護予防・生活支援

を促す。（重点支援地区 小泊地区・磯部地区） 

具体策

（計画） 

（1）小泊地区を重点支援地区と選定し、関連機関へ地域支え合い活動の周

知に努め、多様なサービスのニーズ把握を行う。 

（2）磯部地区の地域課題の共有や協議する場を検討し、地域住民と協働で

生活支援サービスの展開を図る。 

 

３ 認知症支援の体制づくり 

目 標 認知症支援の現状と課題を把握し、支援体制構築のための検討を行う。 

具体策

（計画） 

（1）認知症があっても住み慣れた地域で暮らせるよう、関連機関と連携を

深め、認知症高齢者の見守り事業の啓発に努める。 

（2）認知症に関する困難ケースについて、支援体制構築に向けた分析を行

い、現状と課題を把握する。 
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令和７年地域包括支援センター活動計画 

（地域包括支援センターおうみ） 

 

１ 効果的な総合事業の活用 

目 標 興味関心チェックシートを活用し、見える部分と見えない部分のアセス

メントを行うことで、課題や目標を共有し支援することができる。また、

リハビリ専門職の介入により、状態の維持・改善が図れるように総合事業

を活用する。 

具体策

（計画） 

（1）介護予防ケアマネジメント及び総合相談の中で、総合事業の説明や適

切なアセスメントを行い、適切なサービスに結び付ける。 

（2）リハビリ専門職等と連携しながら、初回のアセスメントから中間のモ

ニタリング、サービス終了後の評価を一連の流れとしてとらえ、その方の

状態の維持、改善が図られているかマネジメントを行う。 

 

２ 生活支援体制整備事業を活用した生活支援サービスの創出 

目 標  重点支援地区を西町地区に選定し、地区の関係者と打合せを行いながら、

地域課題を共有し、令和 7 年 9 月頃を目途に生活支援体制整備事業の活動

が開始されるように働きかける。 

具体策

（計画） 

（1）西町地区役員等関係者と打合せを行い、課題共有しながら住民が主体

となって取組める生活支援体制整備事業を展開する。 

（2）既に生活支援体制整備事業が展開されている地区の進捗状況を把握し

ながら、新たな課題等があれば再度協議する場を持つ。 

 

３ 認知症支援の体制づくり 

目 標 令和 6 年度同様に、支援地域連絡会、認知症あったカフェ、講座等を通

じ、地域の方に認知症に対する理解を深めていただくよう周知を行う。ま

た、個別ケースで複雑な課題があれば関係機関と連携し、個別地域ケア会

議を開催し、支援体制を確認する。 

具体策

（計画） 

（1）支援地域連絡会、認知症あったカフェ、講座等を通じ地域住民に認知

症の理解や見守り事業の紹介を行い、地域でどのような課題があり、地域

で何ができるか支援体制の話し合いを行う。 

（2）認知症による困難ケースや複雑な課題を抱えているケースについて

は、関係機関と情報を密にするため、地域ケア会議を開催し、対応策等の

検討を行い、支援の方向性を確認する。 
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地域包括
支援センター

よしだ

糸魚川総合病院
地域包括

支援センター

地域包括
支援センター
みやまの里

能生地域
包括支援
センター

地域包括
支援センター

おうみ

介護センターにじ ○ ○ ○ ○ ○

居宅介護支援事業所
みやまの里

○ 〇 ○

よしだ居宅介護
支援事業所

○ ○ 〇

居宅介護支援事業所
クレイドルやけやま

○ ○ ○

居宅介護支援事業所
おうみ

○

居宅介護支援事業所
じょんのび

○

在宅介護
支援センター
ささら苑

○

居宅介護支援事業所
あかり

○ ○ ○

居宅介護支援事業所
ひより

〇 〇 〇 ○

ライフケアおれんじ ○ 〇 〇

名立居宅介護支援
事業所

○

はあとふるあたご居
宅介護支援センター
柳都大橋

〇

業
務
を
受
託
し
て
い
る
事
業
所

事業所の名称

業務を委託している地域包括支援センター

作成基準日:令和7年6月1日現在

　　　　　　指定介護予防支援業務 地域包括支援センター別委託事業所一覧表
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認知症グループホーム事業者の公募結果について 

 

１ 公募したサービスの種類等 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

整備目標年次 令和８年度 

箇所・定員 1か所 9～18人 

整備予定圏域 市内（糸魚川圏域、能生圏域、青海圏域） 

 

２ 経過 

日 程 内 容 

令和 7年 3月 10日～5月 23日 応募受付      ※１者から応募 

令和 7年 6月 25日 

事業者選定委員会 

（委員５名：金子栄一前会長、金子裕美子副会長、 

市民部長、福祉事務所長、次長） 

※評点の平均は 51.4点であり、基準点 40点を上回るた

め事業候補者として選定 

令和 7年 7月 10日 地域密着型サービス運営委員会  ※経過等説明 

 

３ 事業計画の概要 

事 業 者 株式会社ビジュアルビジョン（埼玉県上尾市上町一丁目１番 14号） 

計画所在地 糸魚川市蓮台寺一丁目地内 

敷地等面積 敷地面積：976.48㎡  延床面積：586.84㎡ 

構 造 木造２階建て 

開 設 予 定 令和９年３月 

  

（付近図） 

 

計画地 

蓮台寺１丁目 

翡翠園方面 

蓮台寺２丁目 

京ヶ峰１丁目 

蓮台寺入口・
翡翠園バス停 

玉翠園方面 

市役所方面 

資料Ｎｏ．６ 
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【所属名 市民部福祉事務所】 

【会議名 糸魚川市介護保険運営協議会】 

 

日 令和 7年 6月 25日（水） 時間 13:30～15:00 場所 
糸魚川市役所 

 201会議室 

件 

名 
令和７年度 認知症対応型共同生活介護事業者選定委員会 

出席

者 

【委 員】出席委員 ５人 

金子栄一委員（介護運営協議会会長）、金子裕美子委員（同副会長） 

山口市民部長（委員長）、山岸福祉事務所長（副委員長）、渡辺介護保険係長 

【事務局】２人 

 介護保険係：渡辺係長、倉又主査 

【事業者】３人 

 株式会社ビジュアルビジョン 間島、浅倉、佐藤 

 

会議要旨 

１ 開 会（13:30） 

２ 市民部長あいさつ 

３ 審査・選定方法説明  

４ 事業者からの説明・質疑 

 【質疑】 

委   員  配置予定職員の内訳にある有資格者の「その他」はどのような資格ですか。 

事 業 者  旧ヘルパー２級や認知症介護実践者研修の受講修了者等を想定しています。 

委   員  第三者評価を行っていると思いますが、ＷＡＭネットに掲載されていません

でした。直近では、いつ頃実施されましたか。 

事 業 者  グループホームでは第三者評価が今時点では必須にはなっていなのですが、

新潟市の事業所では介護相談員に来ていただいたりしているので、進めてい

きたいと思います。 

委   員  入浴について、特に日時は設けず利用者の希望に合わせるとありますが、希

望すれば、いつでも対応いただけるということなのですか。 

事 業 者  基本的には週２回、希望される時間帯に合わせて入浴しています。湿疹があ

ったり、失禁が多い方等は状況に合わせて増やすほか、夕食後の入浴について

も１名に限り対応しています。 

委   員  夜間の職員配置はいかがですか。緊急時の対応も含めお聞かせください。 

事 業 者  夜間は、１階と２階に１名ずつの配置となります。緊急時は、夜間も含めア

グリホームクリニックと 24時間の連携体制を整えています。 

 

資料Ｎｏ．６別紙 
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委   員  ホームに入居した初期の頃には帰宅願望が強いと思いますが、どのような対

応をされていますか。 

事 業 者  ご家族からの協力を一番に考えています。来ていただくことで安心する面、

逆に頻繁に会うことで願望が強くなる面、両方があるので入居前にご家族と相

談するようにしています。手紙を書いていただいたりもしています。 

委   員  現在、面会の対応はどのようにされていますか。 

事 業 者  居室エリアと離れた相談室等でアクリル板等は設けない自然な形で対応し

ています。感染症に留意しながらですが、外泊も少しずつ再開しています。 

委   員  開設時の内覧会とかではなくて、通常の運営時にホームの中を見学できるの

ですか。 

事 業 者  事前に予約いただいて短時間であれば対応することもあります。施設内に感

染症が広がらないよう配慮しながらの対応になります。 

委   員  地域の方から例えば手芸をしたり唄を歌ったりとかのボランティアとして

協力いただくことはありますか。 

事 業 者  まだ積極的に受け入れしているという状況ではありませんが、１か月で多く

て２団体くらいから協力いただいたこともあります。 

委   員  暴れたり暴言を放ったりする入居者の受入はいかがですか。 

事 業 者  基本的には受入を拒むという事はしませんが、困難ケースについては入居前

に地域包括支援センター等にも相談に乗っていただきながら対応しています。 

委   員  能生に開設しているグループホームの充足率はいかがですか。 

事 業 者  特養に移る等で一時的に欠員が出ることはありますが、待機者も 10 名ほど

はいるので、18人の定員は充足している状況です。 

委   員  職員の定着状況はいかがですか 

事 業 者  事業所の場所によって状況が異なりますが、定着率が低いところでも他の事

業所に移った後、また戻ってきてもらうという事例もあります。 

委 員  職員の確保という点で処遇において工夫や独自の取組をしていることはあ

りますか。 

事 業 者  能生のホームで２年ほど前に不足した時に、市内事業所の状況を調べて本部   

      に上申し処遇改善につながったことがあります。正社員については、本社（埼

玉）の水準でやっているので、必然的に高めになっていると思います。 

       また、南魚沼のリゾートホテルを１室１泊 1,000円で利用できる福利厚生事

業もやっています。 

委 員  看護師の配置は予定していないようですが、インスリン注射等の医療的ケア

が必要な方はどのように対応するのですか。 

事 業 者  ご自身で注射できる方はご自身で処置してもらいます。ご自身で出来ない方 

でも服薬に切替できる方は事前に調整していただいていますが、そうした対応

も難しい方は残念ながら入居いただいておりません。酸素吸入についても同様

です。 
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委   員  火災の避難訓練はどの程度実施されていますか。 

事 業 者  火災の避難訓練は年２回実施しなければならないので、実施しています。ほ

かに、ＢＣＰに基づく訓練も１回実施しなければならないので、消防に協力い

ただきながら実施しています。 

委   員  避難訓練には地域の方からも協力していただいて訓練するような取組もし

ていますか。 

事 業 者  能生のホームでは現時点でそこまでの訓練は行っていませんが、毎年秋に能

生地区全体の訓練があるとのことなので、どのような形でご協力いただけるか

等を運営推進会議などでも話し合いたいと思います。 

委   員  プライバシーの問題もありますが、カメラは設置していますか。また、男女

で居室エリアは区切られていますか。 

事 業 者  事務室の金庫前等に設置する以外は、基本的には設置していません。居室に

ついては、男女の区別なく混在する形となります。施設開設当初はある程度希

望に沿って割当できるのですが、それ以降は退所した部屋に入ってもらうので

混在になっています。看取り等で同意があれば途中での部屋替えは対応してい

ます。 

委 員  土地取得と建物整備は不動産部門の別会社が行うとのことでしたが、貸借対

照表の数字には不動産部門は含まれていますか。 

事 業 者  含まれていません。ビジュアルビジョンの法人としての財務諸表は、介護部

門と塾部門、病院の食堂部門になります。 

委 員  グループホームの安定的な運営という意味では不動産部門の経営状況の把

握も必要なのですが、大きな損失を出しているとか経常利益が赤字とかの状況

はありませんか。 

事 業 者  大きな損失を出していることはありませんし、グループ全体として不動産部

門が半分くらいを経営的に支えている状況です。介護部門においても廃止した

事業所はこれまでにはありません。 

委 員  収支計画書の初年度は約 100万円の赤字ですが、次年度以降の見込はいかが

ですか。 

事 業 者  初年度は施設稼働率を下げて想定しているので赤字を見込んでいますが、次

年度以降は 200万円程度の黒字化を見込んでいます。 

委 員  災害発生時には、特に夜間２名で対応できないと思いますが、他の事業所等

に応援を頼む体制は考えていますか。 

事 業 者  非番の職員に頼むようにしています。また、市内で２事業所を開設できれば

事業所間の応援体制も組みたいと思いますし、自治会等にも協力いただけるか

検討していきたいと思います。 

委 員  貸借対照表には不動産部門が含まれていないとのことでしたが、長期借入が

多額に思われますがどのように評価していますか。 

事 業 者  今回の提案は不動産部門による土地建物整備ですが、全体で４割くらいの事

業所は介護・塾部門のビジュアルビジョン社が整備しているので、その分が計

上されているものです。 
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委 員  当市にも内部通報的なものが寄せられることがあるのですが、そのような原

因行為を未然に防ぐ取組はありますか。 

事 業 者  法人で３ヶ月に１度、内部監査を実施しています。また、月に１度職員面談

を行うなかで状況を把握するようにしています。職員、利用者、ご家族とのコ

ミュニケーションをとることが事案発生の防止につながると考えています。 

委 員  他の自治体ではホームに訪問介護事業所を併設しているところがあるよう

ですが、ヘルパーの確保はどのようにされているのですか。 

事 業 者  単独で訪問介護事業所を併設するところもありますが、多くはグループホー

ムの職員を確保できたところで社員が兼務する形、また、登録ヘルパーを確保

する形で訪問介護を実施しています。ホームの待機者を訪問介護でカバーして

いるというところもあります。糸魚川では現状、ホームの人員確保がやっとな

ので、訪問介護への参入は難しい状況です。 

 

５ 審査・選定 

 審査要領に基づき評点表における 17 項目について「1 特に劣る」から「5 特に優る」の 5 段

階評価（評点の合計：最低 17点～最高 85点）で 5人の委員が各自審査した。 

 審査の結果、全委員が事業候補者として選定する基準点「40点」を上回る評点をつけたため、

株式会社ビジュアルビジョンを事業候補者として選定した。 

 なお、全員の評点平均は、「51.4点」であった。（全て「3普通」とした場合の評点は 51点） 

 

６ 閉会 

 
 


